
様式第 1号 (乙)(第 2条関係 )

収 支 報 告 書

堺市議会議長 的場 慎一 様

議員氏名

堺市議会政務活動費の交付に関する条例第 7条第 1項の規定により、令和 5年度

政務活動費について次のとおり報告します。

令和 6年 4月 23日

的器 慎―

(単位 円)
堅  入

収 入 の 種 類 決 算 額 算 出 基 礎 等

1政務活動費

2その他

2,970,000 @270000円 X   llヶ月 2,970,Ooo 円

収 入 合 計 2,970,000

出支

使 途 項 目 決 算 額 左のうち政務活動費充当額 備 考

調 査 研 究 費

研 修 費

△

= 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

広 報 ・ 広 聴 費

人 件 費 1,232,280 1,232,280

事 務 ・ 事 務 所 費 966,095 966,095

支  出
′

合  計 2,198,375 2,198,375

要 請 ・ 陳 情 活 動 費
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様式第 14号 (第 7条関係)

令和 5年度   事業実施報告書

会派の嘉称・議員氏お  的場 慎一

主な事業・行事名 期    日 内 容 の 説 明

(事務・事務所) 5/1～ 3/31 市政に関する調査研究および市政相談を行う

為南区深阪南にて事務所を借り上げた。

為事務員を雇用した
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会  計  帳  簿

( I

会派の名称・議員氏名  的場 慎 一

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務括動

費の使途項目を記栽する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②イ,F修費、③要請
。陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、③人件費、

③事務 。事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内 容 項 目

そσ)

他

5.517 1 26,240 イ(;,111,

'padキ
ーボー ドll苛 入代金 ⑨

5.5 25 2 100,800 !ど

'(,1(1
5月 分人件費 (D

5.5.30 3 2,992 |:|(ir)lと 5月 分電気代 ((),

5 5 30 4 2,962 11と:,I,(,t 5月 分電話代及びインターネ/ト イfた 用料 (D

5.5 30 5 13,089 1lti O、 十チ 6月 分事務所月極駐車場賃借料 ③

5.5 30 6 62,107 イ)=,1(夕 f, 6月 分事務所賃借料及び水道代 (D

月 口1‐ 208,190

累  計 208,190 rlュ  :!,f,
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様式第 10号 (第 6条関係,

会  謝̀  帳  隷

会派 |′,名 ド議員氏名  的場 l真一

微  1内容:機には、ll又 入又は 出ばl内容 るゃ C期分受入
'1、

r〕 弓分事

群斬賛借料など,

2  :路
‐
iロ デ,Tttiこ ,ま 、サ戸介市議会政務活動賛ゲ,交付 ,こ 関する条例坤1歳 ti規定さ及ている政務活賦ll

贄の使途項擦を記裁する,(次 Cr,番 号の記載で )ヽ苗〕,(傘調査研究費、3研修費、3要講

'陳崎緒動費、e会議費、e資料作成費、④資潜lμ薄人費、◇広報 A広聴費、G人鮮費、

§事務・事務所費,

午弓癬
整理

番 碁
収入額 文出額 袋額 内 容 暇 鶴 そ `アプ他

うソSI争 311,(011 忠31181り 致務活動費 (希 -6チ1分 )

与.8,PS S ?,1?I 淳29,3S9 6月 分登気rヽ

ら、6t全 9 9 9,ri3こ 常25,333 6月 分建露苫代盈どT,タ ーネッⅢl屯用十1 t争

S O と串 10 113.3雷 , とを2,599 6月 分大件費

お l, と3 11 191601, 倉OS1 989 7月 分事務所月懐駐車場営借料

ラ,す,音 0 kC 6単 、00, 1^11.933 7月 分事務軒技構料 .″

欝  営1 iSS,S'7

路 麟Ⅲ 141 rl`,ll 30S`167 技1,4,933
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・

る。

的場 慎一

1 入れ、O月

務所賃借料など)

2 「項目J欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、
◎事務・事務所費)

容」欄には、

年月日
整理

碁丹
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

57.10 13 elo,ooo 954,999 致務活動費 7～O月 分 受け入れ

5、 7.25 14 120,960 893,973 7月 分人件費 ⑥

5 7.25 15 4,815 820,158 7月 分t篤代及びインターネット使用料 ③

5,7.25 10 2,230 826,928 7月 分電気代 ⑨

5,7.27 17 64,197 762,731 8月 分事務所賞借料 ③

5,7.27 18 13,600 749,131 8月 分事務所月極駐車場貸借料 O

月 母十 δ10,000 205,802

果  計 1,350,000 600,869 749,131

■■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■
■
■
■
■

■

■

■
■
■
■
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

・議員氏名  的場 槙一

には、収入又 る。 入れ、○月

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要舗
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

Ⅲ

1

年月 日
整理

番丹
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

5,9.25 24 127,680 436,092 9月 分八件費 ⑤

5,9,25 25 13,600 422.492 10月 分事務所月極駐車場貸借料 ◎

5,9,25 26 64,049 358,443 10月 分事務所賃借料及び水道代 ③

S,9,28 27 21509 355,874 9月 分電気代 ③

5,9,28 28 4,765 3Si,109 9月 分電話代及びインターネット使用料 ③

月 計 212,663

黒 訃 I,350,000 998,391 351,109

■
■
■
■
■

■ ■■
■
■
■
■

■■
■■
■■
■■
■■■

■
■
■
■

■■
■■
■■
■■
■■
■■

■

■

7



様式第 10号 (第 6条関係 )

会  計  帳  簿

備考 1 「 は 収ヽ入又は支出の

会派の名称・議員氏名 的場 慎一

る。(政務活動費○期分受入れ ヽ

務所賃借料など)

2 「項目」!華lに は 堺ヽ市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。(次の番号の記載でも可)(①調査研究費 ②ヽ研修費 ⑥ヽ要請

・陳情活動費 ④ヽ会議費 ⑥ヽ資料作成費 ⑥ヽ資料附人費 ⑦ヽ広報・広聴費 ⑥ヽ人件費 ヽ

⑨事務・事務所費 )

年月日
整理

番 号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

51010 29 810,000 1,161,109 政務活動費  10～ 12月 分 受け入れ

51011 30 64,0()0 1,097,109 11月 分事務所賃借料 ③

51011 31 13,600 lp83,509 H月分事務所月極駐車場賃借料 ⑨

51025 32 2,458 ]p81,051 10月 分電気代 ⑨

51025 33 4i780 1,076,271 10月 分電話代及びインターネツト使用料 ③

51025 34 127,680 948,591 10月分 人件費 ①

月 計 810,000 212,518

累 吉十 2,160,000 1,2H,409 948,591
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会  計  帳  簿

会派の名称 ,議員氏名  的場 慎一

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

5 11_25 35 127,680 820,911 H月 分 人件費 ⑥

5.11 28 36 64,202 756,709 12月 分事務所賃借料 ⑥

5 11.28 37 13,600 748,109 12月 分事務所月極駐車場賃借料 ③

5。 11.28 38 3,430 739,679 H月 分 電気代 ⑨

5 11 28 39 4,765 734,914 H月 分 電話代及びインターネット使用料 ⑨

5 11,28 40 7,916 726,998 インク他 購入代金 アスクル ⑨

月 討‐
221,593

累 詞^ 2,160,000 1,433,002 726,998

1 の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

称・議員氏名  的場

には、収入叉 を記載する。 ○月分事

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の変付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、①会議費、⑥資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、⑥人件費、

)

備考 1

十

年月日
整運

番丹
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

5.12.24 41 131,400 592,598 12月 分 人件費 ③

5.12.25 42 3,906 580,292 12月 分 電気代 ⑤

5,12.25 48 5,047 584,245 12月 分 重語代及びイカーニクト使用料 ③

5.12,25 44 64,000 520,245 1月 分 事務所賃借料 ⑨

S,12.25 45 13,600 506,645 1月 分 事務所月極駐車掛賛借料 ⑤

月 計 220,359

黒 計 2,160,000 l.653,355 500,645

■
■
■
■
■

■ ■■
■
■

■
■■  H

■ ■

■
■ ■■

■■
■■
■■
■■

■

■

■

■

■
■

■
■ ■■

■■
■■
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の 氏名  的場 慎一

に は 、 出の内容 る。 期分受入れ、O月

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要鋪

・陳情活動費、①会餞費、③資料作成費、③資料購入費、④広報 `広聴費、③人件費、

⑨事務 ,事務所費)

備考 1

年月日
整理

碁暑
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

6.l,10 46 810,000 l,316,045 政務活動費 l～ 9月 分 受け入れ

6.1 28 47 100,800 l,215,345 二月分 人件費 ⑤

6.1,26 48 5,244 l,210,601 1月分 E蹟代及びインタいネット使用料 ⑨

6.1.26 49 3,285 l,207,316 1月 分 載気代 ⑨

6.1,30 50 64,048 1,143,288 2月 分事務所賃告料 及び 水道Fく ⑨

6.l.30 51 19,600 l,129,66e 2月 分事務所月燦駐車場賃借料 ③

月 旨

'

810,000 186,,77

票 計 2,970,000 l,840,332 li 129,66S
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

本
奮 不存、・ 的場 慎―

欄には、収入又は る。

務所貸借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記職する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要舗

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、③資料購入費、⑦広報 `広聴費、③人件費、

③事務 `事務所費)

1

年月日
整理

碁 ‐民・
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

6.2,22 52 87,380 1,042,308 2月 分 人件費 ③

6.2.27 53 64,000 078,308 3月 分事務所賛借料 ⑤

6.2.27 54 13,600 964,708 3月 分事務所月極駐車場賛借料 ⑨

|.2.29 55 2,583 982,125 2月 分 電気代 ⑤

6,2.29 56 1,765 987.360 2月 分 電情代及びインタ…ネクト使用料 ⑨

月 計 172,308

票 計 2,970,000 2,012,640 957,360

■

■
■
■
■
■
■
■

■
■ ■
■
■■■ ■■

■■
■■
■■
■■

■

■
■

■
■
■
■
■
■

■

■■
■■
■■
■■

■

■
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 模 簿

会派の 議員氏名  的場 慎一

1 「内 に は 、 る。 入れ、 月

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市破会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要講

・陳情活動費、①会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 ,広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

年月日
整理

碁丹
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

5,3.25 57 2,520 954,840 3月 分 電気代 ⑨

5.3.25 58 4,765 950,075 3月 分 E語代 及びインタ‐ネハ使用料 ◎

3.3.25 59 100,800 849,275 3月 分 人件費 ③

3.3.28 60 64,050 785,225 4月 分事務所賃借料及び水道代 ⑨

3.3,28 61 i3,600 771,625 4月 分事務所月極駐車場質借料 ③

月 計 185,73S

黒 計 2,970,000 2,198,375 771,625

■

■
■

■
■
■
■
■
■

■■
■■
■■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■

■
■

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■

H
■

13



参考様式第 1号

雇用状況報告書

会派の名称 。議員氏名

※雇用契約書またはそれに代わる書類の等|を併せて提出すること。

※職務内1容をもとに算定する場合の接分率―

耳競務内容 抜分挙

政務活動半後.援会活動 1/2
政務活動十後援会活動半政党活動 1/3

的場 慎一

 

 

    

堺

令和 5年  4月1  1口  ～ 令和 6年  a月   3と B

I直接雇用    □その他 (派遣等 )

140時間 ′ 月  (1日   7時 F日弓X   20ロ  デ 月)

■政党活動  ■後摂会活動:  El(

□月額

■政務活動

1を 200手穏

)活動

囲1日―額  ■時給

輝勤務察誓をヽとイこ算定

(月 勤務時間数のうち政務活範方にかかる時F目弓)   112 時間

(月 勤務時間敷)   .140 辞FH尋

．３０

　

　

％ 国職務内容をもとに算定 ※下記参照

[三l生計を一にとない親族  H第二者  Elそ の他 (

※議員を被雇用者の関係は、生計を―にしていないことを条件とする,

)

(上辞以外の活動がある場合は、その活動を含めて分母の数とする。)
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参考様式第 2号

雇 用 契 約 書

)

ふりがな  生 午 月 日

氏  名
 

現 住 所
堺

TEL

下記の条件で契約します。

雇用期間 令和 5年 4月  1日 から  今不翔 6年 3月  31自 まで

読業場所
堺市南区深阪南 342'12

革とば擦■事務所

仕事内容
政務活動イこかかる補助及び関係書類め作成
政党活動関係事務

就業時間

(体懇時間)

圃
(

3年後 0書寺Oo分から  午前・匠園
うち、休憩母寺聞は 12時から18時まで

5時 00分まで

)

体    日
上、日、祝日、年末年始1夏季体暇

給与 (賃金)

時給 1,200円

給与支松
毎月20日 締め切り、25日支必

給与振込先
現金支払

上記契約期間満了をもって本契約を解消する。

契約書は 2通作成 し、双方が各 1通「
を保管する。

令不口.5年 3月  31日

雇用者  堺1市議会議員 的場 僕一

被雇用者  
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参考様式第 5号

出 勤 簿 ( 令和 5年  4月 )

氏名 :  

君 増 打 女台謀ζ岳寺夕1 終業時刻
労働時間

(穂   考
基 本 時間外

1戸 士

之 目 日

3四 潟

4籐 火

5日 水

S繹 水

7口 金

8日 土

9 Ⅲl 日

1()日 月 9iC)0 17:00 7:00

11 日 大 9it,0 17100 7:00

12 日 水 9て,0 17与 00 7:f10

1:〕 日 本 9:00 17101つ 7i00

14 日 全 9:00 17:00 7:00

とら El 上

IS日 自

17卿 月 9100 17(00 7:00

18日 火 9iO() 17i00 7100

19 日 水 9:00 1.7:00 7:00

20 ロ 本 9:00 171f,0 7:00 20口 舘  68h
之1 目 金

22 胴 土

21ユ  |ヨ 辞

24 囲 月 9iC)C) 17100 7;00

26 断 火 9()() 17:00 7100

26 日 水

27日 ホ 9:(X) 17:00 7:00

28 園 金 9100 17100 7:00

29 周 土

'30 
日 隅

合言| 91と

出勤 日数 13癬 確認自
'
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参考様式第 5号

出 勤 簿 ( 令和 5年  5月 )

氏名 :  

ゝ
,

日 曜 日 始業時刻 終業時刻
労働時間

備  考
基 本 時間外

1日 月 9100 17100 7:00

2日 火 9:00 17:00 7:00

3日 水

4日 木

5日 金

6日 土

7日 日

8日 月 9:00 17:00 7:00

9日 火 9:00 17:00 7:00

10日 水 9100 17:00 7100

11日 木

12 日 金 9:00 17:00 7:00

13日 土

14 日 日

15日 月 9:00 17:00 7:00

16 日 火 9:00 生7:00 7:00

17 日 水 9:00 17:00 7:00

18日 木 9:00 17:00 7100

19 日 金 9100 17:00 7100

20日 土 20日 締  105h
21 日 日

22 日 月

23 日 火 9:00 17:00 7:00

24日 水 9:00 17100 7100

25 日 本 9:00 17:00 7:00

26日 金

27日 土

28日 ロ

29 日 月 9100 17:00 7:00

30 日 火 9と00 17:00 7100

31 日 水 9100 17:00 7'00

合 計 119h

出勤日数 17 日
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参考様式第 5号

出 勤 簿 ( 令和 5年  6月 )

氏名 :  

ヽ

日 曜 日 始業時刻 終業時刻
労働時間

備  考

基 本 時間外

1日 木

2日 企 9:00 17:00 7:00

3日 上

4日 日

5日 月 9:00 17:00 7:00

6日 火 9:00 17i00 7:00

7日 水 9:00 17:00 7:00

8日 木

9日 金 9100 17:00 7:00

10日 土

11日 口

12日 月 9:00 17:00 7:00

13日 火 9:00 17:00 7:00

14 日 水 9:00 17:00 7:00

15日 木 9:00 17:00 7100

16日 金 9:00 17:00 7:00

17 日 土

18 日 日

19 日 月 9:00 17:00 7:00

20 日 火 9100 17:00 7:00 20日 締  126h

21 日 水

22 日 木 9100 17:00 7:00

23 日 金 9:00 17:00 7:00

24 日 土

25 日 日

26 日 月

27日 火 9100 17:00 7:00

28日 水 9:00 17:00 7:00

29 日 木 9:00 17:00 7100

30 日 金 9:00 17:00 7:00

合計 126h

出勤日数 18日 確認印
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参考様式第 5号

出 詢 簿 ( 令和 5年  7月 )

氏名 :  

日 曜 日 始業時刻 終業時刻
労働時間

備  考
基 本 時間外

1日 土

2日 日

3日 月

4日 火 9:00 17:00 7:00

5日 水 9:00 17:00 7:00

6日 木 9100 17:00 7100

7日 金 9:00 17:00 7:00

8日 土

9日 日

10日 月 9:00 17:00 7100

11 日 火 9:00 17100 7:00

12 日 水 9100 17100 7:00

13 日 木 9:00 17:00 7:00

14ロ 金 9'00 17:00 7:00

15日 上

16日 日

17日 月

18日 火 9:00 17:00 7:00

19日 水 9:00 17100 7:00

20日 木 9100 17100 7:00 20日 締め 126h
21日 金

22日 土

23日 日

24 日 月 9100 17:00 7:00

25日 火 9:00 17:00 7:00

26日 水

27日 木 9:00 17:00 7:00

28日 金 9:00 17:00 7:00

29日 士

30日 日

31日 月 9:00 17:00 7:00

合計 119h

出勤口数 17日 確認印
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参考様式第 5号

出 勘 簿 ( 令和 5年  8月 )

氏名 !  

日 曜 日 女台業時刻 終業時亥1

労働時間
備  考

基 本 時間外

1日 火

2日 水 9100 17:00 7'00

3日 木 9100 17:00 7:00

4日 金 9:00 17:00 7:00

5日 土

6日 日

7日 月 9:00 17100 7'00

8日 火 9:00 17:00 7:00

9日 水 9:00 17:00 7:00

10日 木 9:00 17:00 7:00

11 日 金

12日 土

13 日 日

14日 月

15 口 火

16日 水 9!00 17:00 7:00

17日 木 9:00 17:00 7:00

18日 金 9:00 17:00 7:00

19日 上

20日 日 20日 結 /分 105h

21 日 月

22日 火 9100 17100 7100

23日 水 9100 17:00 7:00

24日 木 9:00 17:00 7:00

25日 金 9:00 17100 7:00

26 日 上

27 日 国

28日 月

29日 大 9:00 17100 7100

30日 水 9:00 17:00 7'00

31 日 木 9100 17100 7:00

合計 119h

出勤日数 17日 確認印
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参考様式第 5号

出 勲 簿 (令れ 5年 9月 )

氏名 :  

日 曜 日 始業時蕨1 終業時刻
労働時間

備  考
基 本 時間外

1日 金

2日 士

3日 日

4日 月 9:00 17'00 7:00

5日 火 9100 17:00 7:00

6日 水 9:00 17100 7:00

7日 木 9:00 17:00 7:00

3日 金 9:00 17:00 7:00

9日 土

10日 日

11 日 月 9:00 17i00 7:00

12 日 火 9:00 17:00 7:00

13 日 水 9100 17:00 7100

14日 木 9:00 17100 7100

15 日 金 9:00 17100 7:00

16日 土

17日 日

18日 月

19日 火 9:00 17100 7:00

20日 水 9!00 17:00 7:00 20日 締め 133h
21 日 木

22日 金 9100 17:00 7:00

23日 土

24 日 日

25日 月 9:00 17100 7:00

26口 火

27日 水 9:00 17:00 7:00

28日 木 9:00 17100 7:00

29日 金 9100 17100 7:00

30日 土

合計 119h

出勤日数 17日 確認印
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参考様式第 5号

出 勘 簿 (令和 5年  10月 )

氏名 :  

日 曜 日 女台業日寺刻 終業時刻
労働時間

備  考
基 本 時間外

1日 日

2日 月 9i00 17:00 7100

3日 火 9:00 17:00 7:00

4日 水 9:00 17:00 7:00

5日 ホ 9:00 17:00 7:00

6日 金 9100 17:00 7:00

7日 土

8日 日

9日 月

10日 火 9100 17:00 7:00

11 日 水 9:00 17:00 7:00

12日 木 9:00 17:00 7:00

13日 金 9:00 17:00 7100

14口 土

15 日 日

16日 月 9:00 17:00 7:00

17 日 火 9:00 17:00 7:00

13日 水 9100 17:00 7:00

19 日 木 9:00 17:00 7:00

20日 金 9:00 17:00 7:00 20日 締め 133h
21 日 土

22 日 日

28日 月 9:00 17:00 7:00

24日 火 9100 17:00 7:00

25日 水 9:00 17100 7:00

26 日 木

27日 金 9:00 17100 7:00

28日 土

29日 日

30日 月 9:00 17:00 7:00

31 日 火 9:00 17100 7100

合計 140L

出勤日数 20日
確認印
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参考様式第 5号

出 鋤 簿 ( 令和 5年  il月 )

氏名 !  

日 曜 日 始業時刻 終業時亥1

労働時間
備  考

基  本 時間外

1日 水 9:00 17100 7:00

2日 木 9100 17:00 7:00

3日 金

4口 土

5日 日

6日 月 9:00 17:00 7'00

7日 火 9:00 17:00 7:00

8日 水 9:00 17:00 7100

9日 木 9100 17:00 7:00

10日 金 9100 17:00 7:00

11 日 土

12日 口

13日 月 9:00 17:00 7:00

14口 火 9100 17100 7:00

15 日 水 9;00 17:00 7:00

16日 木 9100 17:00 7:00

17日 金 9:00 17:00 7:00

18日 土

19日 日

20日 月 9:00 17:00 7:00 20日 常幣  133h

21 日 火 9:00 17:00 7:00

22日 水 9'00 17:00 7:00

23 日 木

24日 金 9:00 17:00 7:00

25日 上

26日 日

27口 月

28日 火 9:00 17:00 7:00

29 日 水 9:00 17:00 7:00

30日 木 9:00 17:00 7100

合計 133と

出勤日数 19 日
確認印

令
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参考様式第 5号

出 勲 簿 ( 令和 5年  12月 )

氏名 :  

イ 、

口 曜 日 始業時刻 終業時刻
労働時間

備  考
基 本 時間外

l口 金 9:00 17:00 7:00

2日 土

8日 日

4日 月 9100 17:00 7:00

5日 火 9:00 17:00 7:00

6日 水 9100 17:00 7100

7日 木 9:00 17:00 7:00

8日 金 9i00 17:00 7:00

9日 土

10日 日

11 日 月 9:00 17:00 7:00

12 日 火 9:00 17:00 7100

13 日 水 9'00 17:00 7:00

14日 木 9i00 17:00 7:00

15日 金 9:00 17100 7'00

16 日 土

17日 日

18日 月 9:00 17100 7:00

19日 火 9:00 17:00 7:00

20日 水 9100 17:00 7:00 20日 締 め 140h
21 日 木

22 ロ 金 9:00 17100 7100

23 日 土

24 日 日

25日 月 9:00 17:00 7:00

26 日 火 9:00 17100 7:00

27日 水 9:00 17100 7:00

28日 木 9:00 17100 7:00

29 日 金 9:00 17:00 7:00

30日 上

31 日 土

合計 140h

出勤口数 20日 確認印
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参考様式第 5号

出 勲 簿 (令和6年  二月)

氏名 :  
労働時間

口 曜 口 始業時亥1 終業時亥1

基 本 時間外
備  考

1日 月

2日 火

3日 水

4日 木

5日
~~ ~金 ~~ ‐ ~ 9100  ~

17100~ 7'00

6日 上

7日 日

8日 月

9日 火 9:00 17:00 7:00

10日 水 9:00 17:00 7:00

11 日 本 9:00 17:00 7:00

12日 金 9100 17:00 7:00

13日 上

14日 日

15 日 月 9100 17:00 7:00

16日 火

17日 水 9:00 17:00 7100

18日 木 9100 17:00 7:00

19口 金 9:00 17:00 7:00

20日 土 20日 締め 105h
21 日 日

22日 月

23日 火 9:00 17:00 7:00

24口 水

25日 木 9100 17:00 7:00

26 日 金

27日 と

28日 日

29日 月 9:00 17:00 7100

30日 火 9100 17:00 7:00

31日 水 9:00 17:00 7:00

合計 98h

出勤日数 14 日 確認印
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参考様式第 5号

出 勲 簿 (令和 6年 2月 )

氏名 :  

日 曜 日 始業時刻 終業時刻
労働時間

備  考
基 本 時間外

1日 本

2日 金 9:00 17:00 7:00

3日 圭

4日 日

5日 9:00 17100 7:00

6日 火

7日 水

8日 木

9日 金

10日 土

11 日 日

12日 月

13日 火 9100 17:00 7:00

14日 水 9:00 17100 7:00

15日 木 9100 17:00 7:00

16日 金 9100 17:00 7:00

17日 土

18日 日

19日 月 9:00 17:00 7:00

20日 火 9'00 17:00 7:00 20日 締め 91h
21日 水

22日 木 9:00 17:00 7:00

23口 金

24日 土

25日 日

26日 月

27日 火 9:00 17100 7100

28日 水 9:00 17:00 7:00

29日 本 9i00 17:00 7:00

合計 84h

出勤日数 12日 確認印

26



参考様式第 5号

出 勘 簿 (令和6年  3月 )

氏名 :  

ブ

日 曜 日 始業時亥1 終業時刻
労働時間

備  考
基 本 時間外

1日 金 9'00 17:00 7:00

2日 土

3日 日

4日 月 9:00 17:00 7:00

5日 火 9:00 17:00 7:00

6日 水 9:00 17100 7:00

7日 木

8日 金 9:00
｀
17100 7:00

9日 上

10日 日

11 日 月 9:00 17:00 7:00

12日 火 9:00 17100 7:00

13 日 水 9:00 17:00 7:00

14日 木 9:00 17:00 7100

15日 金 9:00 17:00 7100

16日 土

17日 日

18日 月 9:00 17:00 7:00

19日 火

20日 水 20日 締め 105h
21日 木

22日 金 9100 17100 7:00

23日 土

24日 日

25日 月 9:00 17:00 7'00

26日 火

27口 水 9:00 17:00 7:00

28日 木 9:00 17:00 7'00

29日 金 9100 17:00 7100

30日 土

31日 日

計 112h

出勤日数 16日 確認印
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参考様式第 3号

事務所 (使用)状況報告書

会派の名称・議員氏名 的場 慎一
管理責任者

(議員名 )

事務所名

〒590-olo3

堺市南区深阪南 342・ 12

TEL 072( 230 )1887
■専用事務所 (賃貸借契約先

El自 宅兼事務所 日生ハウシ
ヾ
ンク

゛
l″対 )

■ 政党活動事 の務 所 政党関連 ロ
ロロ物 も等 し置 て ヤ る

他用途 との兼用

■
」
有 =⇒

□ 無

月額

(政誇活動費充当額

80,000円

64,Ooo円 )

政務活動事務所

として使用する

割合

(次のいずれかの説明方法を選択)

□使用面積による  使用面積
■使用時間による  月

∬/延べ面積 (∬ )

140時間のう| }12時歯
■電気岱・・・ 80%  ■水道代・・・
ロガス代・・・ %  ■固定電話代。・ :

■そ?他 (北
°―私l毛トビス契約代金)・ ・・

30%

80%

80%

80%
月額

(政務活動費充当額

17,000円

13,600円 )

事務所関連経費

按分比率など

駐車場

賃借料
〔所在地】 堺市南区深阪南

.34o‐
1 駐車場区画番号 2、 ■

所有区分
□生計を―にしない親族  甲第二者 □その他 (

いことを条件とする。
生計を―にしてぃな

※議員と貸主の関係は

備   考

※事務所・駐 車場 を賃借する場合は、賃貸借契約書またはそれに代わる書類の写 しを併せて提出すること。
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:  

物件名 342T12

契約締結日  平成25年'10月
lo日

賃貸借期間  平成 25年 10月 11日

平成27年 9月 30日

貸主  

借主 的場 慎一

29



建 物 賃 貸 借 契 約 書

賃

貸

借

物

件

賃

貸

借

内

容

貸    主

借    主

使  用  者

当

　
　

事
　
　
者

管 理 者

為    称

所  在 地

種別

聞 取 り 面積
1階審記記録面積 39,37ポ

のうち 約27ド
使 用 目 的

賃貸借期間

更   新

(月 名戻) ¥80,Ooo― 駐車場代金

(十日寺金)¥  敷   金

火災保険料 賃 貸 保 証 料

本支店名: 泉耳ヒとが支店
金融機関名: りそな銀行

口座番号 : 普通日座 口座名義: 日生ハウジング 三好 明

貸主の指定

する賃料等の

振込日座
※家賃等の振込料は借主の負担とする フリガナ: ニッセィハウジングミヨシア羊ラ

峙

約

事

項

借主は、賃料の支払い、各種通知、承認、協議、申し立て、要望事項は管理者たる日生ハゥジング帥に行うヽ)のとします。
2本物件は、平成25年 10月 5日 にご内覧頂きました、現状でのお引渡しとなります。契約開始後に設置したキッチンセッドゃェァ
コン等の造作物は、退去する際には借主の費用負担にて撤去し、原状復帰する必要がありますc

3水道料金は貸主にて子メーターでの検針を行います。2か月毎に貸主より請求された金額を直接支払うものとする。

1,本物件は、貸主と日生ハウジング脚との間で建物管理委託契約を締結しております。

鍵

受

渡

し

※別途、鍵受領書にて対応
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貸主と借主は、以下の通り建物賃貸借に関する契約を締結する。

(第 1条)物件の表示

賃貸借の目的物件 (以下、「本物件」という)は標記の通りとする。

(第 2条)使用目的

借主は本物件を標記の目的にのみ使用するc

(第 3条)契約翔問  :
賃貸借の期間は標記の通りとする。但し、賃貸借期間満了日の6ヶ 月前までに貸主または借主から何らの申

し出がないときは、更に 1年間契約が更新されたものとし、以後も同様とする。

(第 4条)善管注意義務     、

1.借主は、善良なる管理者の注意をく)っ て本物件を使用しなければならない。

2.借
=は

、自己又は借主の同居者の責に帰すべき事由により、本物件及び共同施設等を破損又は滅失させ

た時、これを原状に回復しスは貸主今損害を賠償しなければならない。           i
(第 5条)賃料及び管理費 (共益費)

!賃料及び管理費は標記の通りとし、.毎月月末迄に翌月分を貸主の指定する方法により支払う。

尚、賃貸借開始口の属する月の賃料 `管理費は日割計算 (開始日は期間に算入し1円未満の端数はこれを切/

てる)と し、賃貸借終了日の属する月賃料・管理費は借主がlヶ 月分を負担する。但し、第 11条第 3項又い

第 14条の規定により賃貸借が終了する場合は日割計算で精算するc          i
振込料等、支払いに要する費用は借主の負担とする。

(第 6条)敷金

1.借主は(本契約に基づく賃料支払義務・損害賠償義務そのイ也の債務を担保するため、敷金として標記の

金額を契‐約締結と同時に貸主に預託する。なお、敷金には利息を付さない。

2.借主が、貸料等の支払を延滞 し、または貸主に対する損害賠償があるときはく貸主は任意に敷金をもつ

て借tの債務の弁済に充当することができる。但し、貸主は敷金から差引く債務の額の内訳を借主に明

示 しなければならない。尚、これにより敷金に不足が生じた場合(借主は直ちに不足額を柿填しなけれ

ばならないcま た賃貸借中、借主は敷金をもつて賃料その他この契約に基づく借羊の債務の弁済に充当

することを主張することはできない。

3.敷金は、賃貸借が終了し借主が本物件を明渡した場合に、借主の負担すべき債務の完済を確認後速やか

に返還する )ヽの とする。但し、本物件の明渡し時にく賃料等の滞納 。自然損傷以外 (故1意・過失等)

原状回復に要する費用の木払い、その他本契約から生じる借主の債務が存在する場合には、当該債務‐

額を敷令から差し引くことができる{)の とする。尚、差し引きする債務が発生した場合、貸主は借主に

その内訣を明示しなければならないr

4.L記差 し引きの額が敷令を超える金額となった場合は、借主は別途実費での精算を行うものとする。

51借主は賃貸借の終了にあたり、公共料金 (電気・ガス・水道等)の精算 。本物件の明渡しを完了した (入

居時に受け取つた鍵の返還)後でなければ敷令の返還を受けることができない。

6 借主は敷令の返還請求権にちいて第二者に譲渡し、あるいは担保差 し入れ等を行つてはならない。

(第 7条)ネL金

標記に礼金の定めがある場合、借主は本契約締結と同時に礼令として標記金額を貸主に支払うく)の とする。

尚、この礼令は借主に返還しないものとするc

(第 8条)賃料及びその他の変更

1.貸 主または借主は次のいずれかに該当する場合で、その必要が認められる場合は、賃料・共朴費・駐車

料金及び敷令 (保証令)等の額の改定を協議のうえ行うことができる。

① 物価及び近隣の建4勿 賃料等に変動が生じたときc
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② 集合住宅としての管理費が改定されたときc

③ 建物の維持管理賓′用・火災保険料・地代及び公租公課等に変動が生じたとき。

① 建物に改良が施されたときc

2.貸主または借主は前項の変更をしようとするときは、変更をしようとする日の 2ヶ 月前迄に変更の理

由・期日・変更後の企額等を書面を )ヽつ て相手方に通知しなければならないc

3.前項における賃料等の改定が立会人の労務により成立した場合、増額の場合貸主が、減額の場合借主が

立会人に対し報酬を支払う。当規定は貸主または借主の依頼によるその他の立会人の労務についても準

用するc

(第 9条)遅滞損害金

貸キまたは借主が本契約により生じる令銭債務のlィ受行を遅滞したときは、年利 14%の割合による遅延損害

令を付して相手方に支払う。

(第 10条)貸主の承諾を必要とする事項

借主は次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその旨を書苗をもって届け出、貸主の承詰を得なけれ
ばならない。            i

① 本契約書の入居者氏名の項に記載された以外の者を同居させようとするとき。 (出生は除外)

② 居住者全員が引続き lヶ 月以 L住宅に居住しないとき。

③ イ主宅の模様替、その他施設に変更を加えよぅとするとき。

(第 11条)届 出事項

借主は次の各号のいずれかに該当する場合は直ちにその旨を書面を1)ちて届け出なtチればならないざ

① 借主采は連帯保誼人の、住所・氏名 (法人の場合は商号、代表者の氏名)又は職業・勤務先 (法人
の場合は業種)に変更が生じたとき。

② 連帯保証人が死亡又は解散し、あるいは行為能力・弁済の資力を欠くに下ったとき。

③ 住宅が破損し、又は破損のおそれがあるとき。

(第 12条)禁止事項

1,借主は住宅の全部または ・部を転貸してはならないc                   l
2.借主は住宅の賃借権を譲渡してはならない。

3.借主および入居者は、本物件内において大・猫などの動物を飼育してはならない。
(第 13条)解約の予告

1,賃貸借期間の定め (第 3条)にかかわらず、借主は lヶ 月の予告期間をおいて書面で貸主に申し出るこ
とにより賃貸借を解約することができる。この場合、借主は明渡予定日の lヶ 月前迄に指定の書式によ
る解約通知書を提出する()の とし、解約通知書に記蕗された明渡予定日を )ヽっ て賃貸借は終了する。

2.前記予告 `通知にかえて、賃料・管理費の lヶ月分を支払うことにより即時解約することができる。
3.貸主が期間満了日以後の日を終了として賃貸借の解約を申し入れる場合は、借地借家法の規定に従V珀卒

約を申し入れるものとし、この場合6ヶ 月の予告期間をおいて、書面により通知する。
(第 14条)契約の終了

公法 にの制限・措置等により賃貸借の継続が不可能 となったとき、または天災地変・火災その他、貸主およ
び借主のいずれの責に帰すことのできない事由により本物件の全部または 部が滅失または毀損 し本物件
が使用不能 となったとき、この賃貸借は当然に終了するc

(第 15条)契約の解除

借主が次の各号のいずれかに該当する行為を行い、信頼関係を損なったときは、貸主は本契約を解除するこ
とができるc

① 入居申込書に虚偽事項を記〔1立するなど、不T:な行為によって入居したときc

② 賃料等の支払を5回以 ll遅滞[/た とき又は2ヶ 月分の賃料等の支払が月末にないときc
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③ 借主又は入居者の責に帰すべき事由により本物件を滅失又は破損し、原状回復の要求に応じオCい と

きc又はこれに要する費用を賠償しないときど

④ 近隣及び他の居住者に対し、危険及び迷惑となるような共同の秩序を乱す行為があったとき及び管

理組合が規定する管理規約及び使用細則等の違反行為を行い、管理組合から退去要求等が行われた

ときδ

⑤ 借主又は入居者の ・人で )ヽ反社会的と認められる団体の構成員 (暴 力団関係者・など)と して警奈当

局の介入を生じさせる行為を行つたとき。又はそσ)おそれがあるときc

⑥ 支払を停 Iに し、又は破産を申し立てられる等、信用に不安を生じさせたときc

② 本契約の条項に違反したとき。                             、

⑧ 賃貸借を継続 し難い、重大な背信行為を行つたとき。

(第 16条)立入検査

1.貸主は住宅の管理 に、又は借主が 2ヶ 月以 L賃料・管理費を滞納したときで、本物件内に立ち入つて検

査をする必要が生じたときは、予め、その旨を借主もしくは入居者に通知し借主又は入居者の立会の詫)

とにこれを行 うё             ―

2.借主 )ヽし くは入居者は、 L記立入検査に協力しなければならない。

(第 17条)明渡し

1.借主は、賃貸借終了時に本物件を貸主に明け渡さなければならず、明渡しが遅延する場合、賃貸借れ

日の翌日より明渡しにいたるまで、1日 につき直近の 1日 あたり賃料及び 1日 あたり管理費の合計額の

2倍に相当する金額を、損害金として貸主に支払わなければならない。

2.借主は、賃貸借の終了に際し移転料・立退料・変更した箇所及び造作物の買取り、その他の諸経費につ

いての請求をすることはできない。

3.借主は明渡しの場合、次の各号に定める事項を実行しなければならない。

① 借主及び入居者すべての者の退去。

② 借主及び入居者が搬入したすべての家財物品等の搬出。

③ 建物内外の清掃及びゴミ汚物等の撤去処ユ■。

④ 退去にと )ヽな う電気・ガス・水道等の代金精算手続 (精算書類の提示が必要)。

⑤ 住宅め原状を変更した場合における原状回復の完了

但して貸iが回復を希望しない場合はこの限りでない。

③ 退去時における鍵 (入居時に受け取つたもの)、 の返還。

(第 18条)行方不明の場合の措置

借主及び入居者が 2ヶ 月以 L行方不明で連絡ができない場合、本契約は当然に終了する。

(第 19条 )連帯保証人

1.連帯保証人は借主と連帯して、この契約に基づく借主の貸主に姑する ・切の債務 (第 17条に規定する

事項を含む)について履行の責を負う。

2.連帯保証人は、本契約の更新がなされた後 )ヽ引 き続きその責を負うc

(第 20条)入居中の費用負担事項

1.電気・ガス・水道等の使用に関しては、借主 )ヽし くは入居者が直接施設者と契約するc

但し、法規 Lヌは建物の構造 Lこ れができないときは、貸主が借主もしくは入居者に代わって契約する

ことができる。この場合、名義の如何にかかわらず契約によつて生じる使用料は、借主ヰ)し くは入居者

が負担する )ヽの とすると

2.貸主及び借主は、賃貸借期間中、建物及び付帯設備等の修チ甲の之、要が生じた場合、別項の「入居中の柿

修負担区分Jに く)と づき処置をし、その費用を負担するc但 し、貸■は建物・何帯設備について予め修

)IP保証をしない旨告知 した設備を除いて、賃貸借ドブ「弓始日より60目 問その作動を保証する。
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と

　

　

挙
［

た

　

　

当

3 前項にかかわらず、借主及び入居者の責による筆物・付帯設備の損耗・故障は借主が自己の費用負担に

おいて修理を行い、損害を賠償しなければならない。

(第 21条)法人契約の場合

借主が法人である場合、入居者は標記のモ)の に限定され、入居.者 の入替えは認めない。

(第 22条)代理権の授与

借主は、下記①②に記載する事項について、連帯保証人 (本契約締結後、あらたに連帯保証人となった者を

含む)に代理権を授与するc

① 契約解除等、貸主からの意思表示を受領すること。

② 賃貸借終了ゅ場合に、本物件を原状回復し貸主に明渡すことc

但し、 L記①の授権事項については貸主はまず借主本人にたいして通知を発し、これが借主の行方不明・受

取拒絶等により到達しない場合に限り連帯保証人に紺して通矢日することができる。

尚、貸主から借主への通知は、書面によ/Э 通知先の指定がある場合はその指定通知先に、指定がない場合には

本物件所々地 (借主が法人である場合には借主の申し出た最終の本店所在地)にあてて発信すれば起りるく)の
とする。             |
(第 23条)火災保険への加入

借主又は入居者は本契約締結時に、火災などによる本物件中の家財の損害及び貸主に対する損害の賠償に備
えて、本物件を対象とした家財保険などの損害保険に自己の負担にて加入 しなければならない。また、本契約
が要新された場合 も同様とする。

(第 24条)管轄裁判所

本契約に関する調停・訴訟の管轄は、建物の所在地を管轄する裁判所とする。
(第 25条)特約事項                     i               ｀

本契約書において、特約事項がある場合、な条項より竹約事項を優先すoも のとする。
(第 26条 )自 治会・管理組合今の力日入

借主又は入居者は、管理組合・自治会へ加入するとともに管理規約及び使用細則を遵守しなければならなぃ。

く〈特記事項〉〉

検
，
も

了

tの

つ

る

／
∋

　

オ
ヨ

この契約 の締結 を証するため、本契約書を作成 し当事者が署名捺印の うえ各 可通を保有する。
尚、貸主・借 主及び借主連帯保証人は、本文約書が契約締結 日現在における半事者の合意を規定 したモ)の であり、契約締結 以前に貸主・借主・連帯保証人・媒介 (代 ,IP)業者の間でなされた、協議内容・合意事項 。あるいは 方当事 者か ら相手方あるいは媒介 (代テ甲)業者に対 して行った申 し入れ等 と本契約書記載内容が相進す
る場合は、本 契約書記載内容が優先す ることを相互に確認するc

平成9争年/レ月/,日

告
刊
一　
　
て
ク
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' >f
くく貸  主〉〉

Ｆ
ｌ

ｉ

ｌ

Ｌ

〈〈宥挙  ヨエ〉〉

借主の

仲介業者

Pヽ

↓ヽ

連帯保証人

'r算急連絡先  勤務先名            動務先住所

免 許 番 号

住 所

宅地建物

取引主任者

4録 番 号  大阪 1

__面._属 _… ……族 ..

大阪府知事 (4)第  45834 号

堺 市 南 区 竹 城 台 i丁 1番 2号

商 号  国生ハウジング株式会

代表取締役  三 好  明
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賃貸借契約用

平成2片 年ゎ月 ′″日

誓 約 書

)の賃貸借契約を締結するにあたり、大阪府暴力団排除条例 (平

という)第 19条に基づき、貸主が借主に対し、本物件を暴力団事

借主は下記のとお り誓約 し、本誓約書 2通 を作成し、署名押印

に各 l通ずつt是出する。

記

借主は、条例第 19条に基づき、借主または第二者をして、本物件を暴力団事務所として使用しないこ
とを誓約する。

所在地  (住居表示)

種 類

借 主

堺市南区深阪南 342-12
事業用

牙

弯 豹 被 ニ
おり、代理または媒介業者は、条例第20条に基づき借主に対し本物件を暴力団事
しないことを確認した。

君と段岳'器,>凛巽羞逗
●表聴役三 好  明

所

名

住

氏

上記

ヽ務所に

のと

使用

代 理

または

女菜介業者

商

升

子

者

住

代 表

以上
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と
お
り
契
紅
が
成
立
し
ま
ぃ
た
の
で
、
本
契
約
書

ギ
々
こ
を
作
成
し
、

各
自
署
名
押
印
の
う
え
、
各
壱
通
を
所
持
し
ま
す
。

ィ
み
Ｔ
彼
４
十
一
月
　
七

日

管
（管
（人
　
住
　
所

氏
　
名

賃
借
人
　
住
　
所

′
　

　

氏
　
名

冴
■

的

塑７
　
腹
　
）

① 

口

ｍ

円

凹

日

Ш

　

　

　

ｏ

本

石

，

　

契

約

１６

５‐

　

夕

改
！
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管
（貸
人

ヶ
自
動
車
保
管
場
所

（車
庫
）
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
ま
す
。

第
　
一
条
　
管
（貸
人
は
そ
の
所
有
す
る
次
に
表
示
の
自
動
車
保
管
場
所

（車
庫
）
を
賃
借
人
に
賃
貸
し
、
賃
借
人
は
そ

っ断善叫一坤『排陶
（駐葬工浄蜘膚コ爛抑殊勢呼材＝中弾幹抑柳犠紳鶴杉物ヤ‐
オトオ一

―
ト
ル

（駐
車
場
番
号

二
、
自
動
車
台
数

車
両
名
た，
よ
び

第

二

条
　
賃
惜
料
は
壱
か
月
金

と
し
、
賃
借
人
は
毎
月

う
も

の
と

し
ま
す

。
た

ら
申

ｔ
受

け

る
も

の
と
し
ま
す

。

株

鋼

第

〓
一
桑
　
契
約
引
間
は
ジ
砕
ち
デ
ヶ
″
年
　
・キ
歩

胡
　
　
　
　
日
め
ら

，
徘
み
デ

，
な
十
　

オ
ー

羽

ノ〃
千
／
日

ま
で
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
当
事
者
協
議
の
う
え
契
約
の
更
新
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

第

四

条
　
魯貝
借
人
が
次
の
場
合
の

一
つ
に
該
当
し
た
と
き
は
、
賃
貸
人
は
、
催
告
を
し
な
い
で
直
ち
に
こ
の
契
約
を

解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

一
、
賃
料
の
支
払

い
を
怠

っ
た
と
き
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

二
、
賃
貸
人
の
定
め
た
管
理
規
則
に
違
反
し
た
と
き
。

三
、
そ
の
他
こ
の
契
約
に
違
反
し
た
と
き
。

第

五

条
　
管
（借
人
は
賃
貸
人
の
定
め
た
管
理
規
則
に
従

っ
て
保
管
場
所

（車
庫
）
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
し
ま
す
。

第

六

条

第

七

条

第

八

条

第

九

条

第

十

条
右
の
と
お
り
契
約
が
成
立
し
ま
し
た
の
で
、
本
契
約
書

各
自
署
名
押
印
の
う
え
、
各
壱
通
を
所
持
し
ま
す
。

私

雰

ンォ
イ

ク

左十

す

一

月

　

七

日

自
動
車
保
管
場
所

ヨ
迄
賃
貸
借
契
約
書

を目（借
人

鈎

塚

畝

姦

空
の
間
に
、
え
の
と
お

車

賃
借
人
ま
上
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
、
運
転
者
、
同
乗
者
等
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
保
管
場

所

（車
庫
）
ま
た
は
そ
の
施
設
お
よ
び
保
管
場
所

（車
庫
）
の
他
の
自
動
車
に
損
害
を
与
え
た
と
き
は
、

賃
借
人
は
す
み
や
か
に
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

賃
貸
人
は
、
保
管
場
所

（車
庫
）
に
在
る
賃
借
人
の
自
動
車
に
つ
い
て
、
賃
貸
人
の
責
任
に
基
づ
か
な
い

で
発
生
し
た
天
災
、
火
災
、
盗
難
等
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
の
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

各
当
事
者
は
、
少
な
く
と
も
壱
か
月
前
の
予
告
を
も
っ
て
、
こ
の
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
賃
借
人
は
予
告
に
代
え
壱
か
月
分
の
賃
借
料
相
当
額
を
賃
貸
人
に
支
払

っ
て
即
時

に
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
「

媒
¨
禦
闘
輸
一齢
［
珊
け
筆
婢
秋
韓
卿
脚
議
投
ｎ
ヽ
′
て

時
¨

契
約

し
，

に
無
脚
畑

イこ
（
を

麟
離
独
梯
れ
ヽ

延
滞
賃
借
料
ま
た
は
第
六
条
に
よ
る
損
害
賠
償
金
額
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
差
し
引
い
て
そ
の
残
額
を
返

還
す
る
も
の
と
し
、
利
息
は
つ
け
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

」
（特
約
事
氏
）
　

・　

　

　

　

′

式

通
を
作
成
し
、

姦賃
貸
人

賃
十昔
人

氏 住

名 所

氏 住

名 所

ムP

（壱
か
月
未
満
の
賃
借

住
所
ま
た
は

料
は
日
割
計
算
と
す
る
。
）

営
業
所
に
持
参
し
て
支
払

也
を
賃
貸
人
は
官
（信
人
か

ｒ

チ
わ哨

腰
　
一

一
閉
開
四
園
田
Ш

　
　
　
ｏ
本
お

，
　
剪本洵
１６

５，
　
７
改

，
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